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厚生労働省医政局地域医療計画課 

 

 

令和２年度医療法第 25条第１項の規定に基づく立入検査の実施について 

 

 

今般、新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大するとともに、そのま

ん延状況を踏まえて、政府においては、４月 17日付で新型インフルエンザ等対

策特別措置法（平成 24年法律第 31号）第 32条第１項に基づき、５月６日まで

の間、全国的に新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」とい

う。）を発令し、さらに、５月４日付でその期間が５月３１日まで延長されたと

ころです。 

医療法（昭和 23年法律第 205号）第 25条第１項の規定に基づく立入検査（以

下「立入検査」という。）については、「医療法第 25条第１項の規定に基づく立

入検査要綱」（平成 13年６月 14日付け医薬発第 637号・医政発第 638号厚生労

働省医薬局長・医政局長連名通知）（以下「立入検査要綱」という。）により実施

しているところでありますが、新型コロナウイルス感染症のまん延状況を踏ま

えると、立入検査においても、例年通りの実施が困難な状況が想定されます。 

 つきましては、令和２年度の立入検査の実施に当たっては、立入検査要綱の実

施時期（原則年１回）にかかわらず、緊急事態宣言の発令状況、今般の新型コロ

ナウイルス感染症の地域における感染状況等を考慮し実施の判断を行っていた

だくようお願いします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況等に鑑み、令和２年度に立入検査

を実施しないこととした病院については、令和３年度立入検査の実施をもって、

令和２年度立入検査も実施したものとみなすこととします。 

 

 


